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渋川学区まちづくり協議会規約 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は「渋川学区まちづくり協議会」（以下「協議会」）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、地域住民が主体となって地域共通の願いの実現ならびに課題の

解決やまちづくりの構想・計画の策定などの、人々が住み続けたいと願うまちづ

くりのための諸事業を行い、豊かで住みよい地域づくりを推進していくことを目

的とする。 

（区域） 

第３条 協議会の区域は、渋川小学校区とする。 

（会員） 

第４条 協議会の会員は、当協議会の目的に賛同する次に掲げる者とする。 

（１） 渋川学区内の居住者 

（２） 渋川学区内の団体、事業者等 

（３） 渋川学区内の個人および団体 

（４） その他協議会が必要と認めた者 

（事業） 

第５条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）渋川学区協働のまちづくり構想およびその計画に定められたまちづくりに

関すること。 

（２）協議会が実施する事業および行事に関すること。 

（３）会員の実施する事業間における調整および連携に関すること。 

（４）行政（国、県、市等をいう。以下同じ。）が策定する構想、計画等に対する

提言および要望に関すること。 

（５）行政が実施する事業との連携、提言および要望に関すること。 

（６）地域課題の掌握、地域の情報の発信・共有化および地域住民への啓発に関す

ること。 

（７）その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

 

第２章 組織 

 

（組織） 

第６条 協議会の運営にあたり次の組織を置く。 

（１）総会 

（２）理事会 
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（３）部会 

（総会） 

第７条 総会は、協議会の最高議決機関であり、理事会の提案を受け次の事項を審

議決定する。 

（１）事業計画および予算の決定に関する事項 

（２）事業報告および決算の承認に関する事項 

（３）役員の承認に関する事項 

（４）部会等設置の承認に関する事項 

（５）規約の制定および改廃の承認に関する事項 

（６）その他、協議会に関する基本事項および重要事項の決定に関する事項 

（理事会） 

第８条 理事会は、協議会の運営機関であり、次の事項を審議決定する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）部会間の事業の調整に関する事項 

（４）行政と協議すべき案件に関する事項 

（５）その他、会長が審議を必要と認める事項 

（部会） 

第９条 部会は、次に掲げる事項を立案し、実行する。 

（１）部会の事業の計画および報告ならびに運営に関すること。 

（２） 部会の事業の企画および実施に関すること。 

 

第３章 評議員および理事 

 

（評議員の選出） 

第１０条 評議員は、別表に掲げる各町内会から選出された５名、および各種団体

から選出された１名とする。ただし、複数の部会に所属する各種団体については、

各１名とする。また、渋川学区内の個人および団体については、申し出により理

事会の承認を得たうえで選出できるものとする。 

２ 評議員は、９９名以内で組織する。 

（評議員の職務） 

第１１条 評議員は、部会の部会員として各部会に所属し協議会の活動に積極的に

参画する。 

（評議員の任期） 

第１２条 評議員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会の体制） 

第１３条 部会は、次に掲げる部会員で構成する。 



3 

 

（１）部会長   １名 

（２）副部会長  １名 

（３）部員   若干名 

２ 部会長は、部会員より選出する。 

３ 副部会長は、部会長が指名する。 

（部会員の職務） 

第１４条 部会員の職務は次に掲げるとおりとする。 

（１）部会長は、部会を代表し、部会を総括する。 

（２）副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（３）部員は、会務の運営にあたる。 

（理事の選出） 

第１５条 理事は、評議員より各町内会から１名、各部会から２名を選出する。 

２ 理事は、２４名以内で組織する。 

３ 理事は、総会の承認を得るものとする。 

（理事の職務） 

第１６条 理事は、協議会の運営および活動に積極的に参画する。 

（理事の任期） 

第１７条 理事の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４章 役員 

 

（役員の選任） 

第１８条 協議会に次の役員を置く。会長、副会長、会計は、理事から選任する。

ただし、監事は、評議員から選任する。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ２名 

（３）会計   １名 

（４）監事   ２名 

２ 役員は、総会の承認を得るものとする。 

３ 顧問は、理事会の承認を得て会長が任命し、協議会の運営及び活動に伴う助言

を行う。 

（役員の職務） 

第１９条 役員の職務は次のとおりとする。 

（１）会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（３）会計は、協議会の活動に伴う経理事務を担当する。 

（４）監事は、協議会の会計監査事務を担当する。 
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（役員の任期） 

第２０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第５章 会議 

 

（会議） 

第２１条 会議は、総会、理事会および部会とし、総会は定期総会および臨時総会

とする。 

（招集） 

第２２条 会議は、部会を除き、会長が招集する。 

２ 部会は、部会長が招集する。 

（開催等） 

第２３条 総会は、評議員で構成し、年１回定期総会を開催するほか評議員の３分 

の１以上の請求があった場合、または会長が必要と認めた場合は、臨時総会を 

開催しなければならない。 

２ 総会の議長は、出席した評議員の中から選出する。 

３ 理事会は、理事で構成し、必要に応じて随時開催するほか、理事の過半数の請

求があった場合は、開催しなければならない。ただし、監事を除く。また、顧問

は助言するため出席することができる。 

４ 理事会の議長は、会長が充たる。 

５ 部会は、部会員で構成し、必要に応じて随時開催する。また、部会の進行は、

部会長が務める。 

（総会および理事会の定足数） 

第２４条 総会および理事会は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は、出

席者の過半数により決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

２ 総会に出席できない構成員は、委任状をもって権限の行使を議長に委任するこ

とができる。 

（総会および理事会の議事録） 

第２５条 総会、理事会、および部会の議事については、次の事項を記載し議事録

を作成しなければならない。 

（１）日時および場所 

（２）出席者数 

（３）審議事項および決議事項 

（４）議事の経過概要 

 

第６章 事務局 

（事務局体制） 
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第２６条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する。 

２ 事務局に、事務局長、事務局次長および事務局員若干名を置く。 

３ 事務局長、事務局次長および事務局員は、会長が委嘱する。 

４ 事務局職員の職務を次に定める。 

（１）会の運営に関すること。 

（２）広報全般に関すること。 

（３）市との連絡調整に関すること。 

（４）構成団体との連絡調整に関すること。 

（５）その他、会長が必要と認めること。 

５ 渋川まちづくりセンターのセンター長は、事務局長が兼務する。 

（事務所） 

第２７条 協議会の事務所は、渋川まちづくりセンター内に置く。 

 

第７章 会計 

 

（会計年度） 

第２８条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２ 協議会の経費は、予算の範囲内において執行する。ただし、予算の変更および

科目を超えて執行するときは、理事会の承認を得るものとする。 

（経費） 

第２９条 協議会の経費は、会費、交付金、補助金、指定管理料、雑収入およびそ

の他の収入により運営する。個人については、自治連合会および社会福祉協議会

への戸当り会費と同等額の会費を徴収するものとする。 

 

第８章 会計監査 

 

（監査および報告） 

第３０条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、翌年度の総会に報告するものと

する。 

 

第９章 その他 

 

（雑則） 

第３１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事

会で協議し定めるものとする。 

２ 協議会の運営および業務の執行について、細則を定める。 
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付則 

この規約は、平成２４年１２月２日から施行する。 

付則 

この規約は、平成２５年５月１９日から施行する。 

付則 

この規約は、平成２６年４月２０日から施行する。 

付則 

この規約は、平成２７年５月１７日から施行する。 

付則 

この規約は、平成２８年４月２４日から施行する。 

付則 

この規約は、平成２９年５月１４日から施行する。 

付則 

この規約は、平成３０年５月２０日から施行する。 

付則 

この規約は、令和２年５月２４日から施行する。 

＜第１０条に定める別表＞ 

団 体 名 団 体 名 

渋川南町内会 渋川学区民生委員児童委員協議会 

渋川南二町内会 草津市健康推進員連絡協議会渋川学区 

渋川南三町内会 赤十字奉仕団草津第二分団 

渋川中町町内会 草津市母子福祉のぞみ会 

渋川中町第二町内会 わんぱくプラザ渋川っ子実行委員会 

北町第一町内会 子ども安全リーダー 

北町第二町内会 草津市少年補導委員会渋川学区 

北町第三町内会 草津支部保護司会 

北町第四町内会 渋川小学校ＰＴＡ 

北町第五町内会 草津中学校ＰＴＡ 

中出第一町内会 渋川地区財産区管理会 

中出第二町内会 渋川農業生産組合 

中出第三町内会 渋川花踊り保存会 

中出第四町内会 渋川村おこし実行委員会 

中出第五町内会 渋川商店街 

渋川学区社会福祉協議会 草津市立障害者福祉センター 

渋川スポーツ振興会 渋川小学校 

渋川学区老人クラブ連合会 渋川消防団 

渋川学区更生保護女性会 草津中学校 
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渋川学区まちづくり協議会細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、渋川学区まちづくり協議会の運営および業務の執行につ 

 いて必要な事項を定める。 

 

（組織） 

第２条 規約第６条第１項第３号にいう部会として、次の部会を置く。 

（１）地域安全コミュニティ部会 

（２）健康福祉部会 

（３）子ども育成部会 

（４）教育文化スポーツ部会 

２ 前項に定める部会のほか、必要に応じて委員会を設置する。なお、当該委員

会の設置は、総会の承認を得るものとする。また、必要に応じて委員会の会則

等を制定することができる。 

 

（部会の運営） 

第３条  部会長は、担当事業の企画立案において、他の部会員等の協力が必要な

場合は、当該部会長の承認を得て、その者を招集することができる。 

２ 規約第１３条の規定に関わらず、各部会の部会長は、所管する事業の円滑な

実施を図る必要があると認められる場合は、会長の推薦を受け、理事会の承認

を得たものを、協力員として参画させることができる。 

 

（評議員の選出） 

第４条  規約第１０条第１項にいう各町内会からの選出については、５名のう 

ち１名は町内会長を選出する。 

なお、町内会長が部会の部会員として兼務する場合は評議員４名とする。 

 

（理事の選出） 

第５条 規約第１５条第１項にいう各町内会からの選出については、町内会長 

 を選出する。また、各部会からの選出については、正副部会長を選出する。 

 

（細則の改正） 

第６条 この細則の改正は、理事会の議決をもって行うことができる。 

  

付則 

この細則は、平成２４年１２月２日から施行する。 

付則 
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（施行期日） 

第１条 この細則は、平成２５年６月１日から施行する。 

（部会長が選出されていない場合の特例） 

第２条 第３条第２項の規定に関わらず、部会長が選出されていない場合にあっ

ては、会長が直接推薦し、理事会の承認を得た者を、協力員として参画させるこ

とができる。 

 

付則 

この細則は、平成２６年４月８日から施行する。 

付則 

この細則は、平成２８年２月２日から施行する。 

付則 

この細則は、平成３０年５月２０日から施行する。 

付則 

この細則は、令和２年５月２４日から施行する。 

 

 


